
苦情・紛争処理のモデルに関するワーキンググループ　審議経過

１　第１回ワーキンググループ

日時：平成１３年３月６日　１４：００～１６：００

場所：中央合同庁舎第四号館　金融庁庁議室

（主な議論）

　　モデルの範囲、モデルの形式及びモデルの作成に向けた議論の進め方について

以下のような議論を行った。

①　モデルの範囲

　　苦情処理規則と紛争処理規則のモデルを分けて検討することや、苦情・紛争

処理機関における組織・基準・手続を分けて検討することなどについて委員か

ら提案があり、議論を行ったが、苦情処理から紛争処理への移行など、横断的

に検討すべきこともあることから、当面は検討分野を分割することとはせずに、

議論しながら検討していくこととした。

②　モデルの形式

　　モデルの形式については、個々のＡＤＲ機関のルールを自己評価できるよう

に、モデルの理念と具体的な条文案的なものの両方を最終的には示すべきとの

ことについては一致したが、どの程度具体的なものとしていくかということに

ついては、議論の進行をみて検討していくこととなった。

③　モデルの作成に向けた議論の進め方

　　議論の進め方については、まず、既存の苦情・紛争処理規則を具体例として、

事例研究から始めることとし、３月２６日の第２回ワーキンググループで石戸

谷委員及び増田委員からの発表を行うこととした。

２　第２回ワーキンググループ

日時：平成１３年３月２６日　１０：００～１２：００

場所：中央合同庁舎第四号館　Ｂ１１４会議室

（主な議論）

○　石戸谷委員及び増田委員から、既存の苦情・紛争処理規則の制定の経緯や問題

点等に関する事例研究の発表を行った。その際、以下に掲げる点に関して質疑応

答・意見交換があった。

資料１



・苦情・紛争処理における業界団体の中立性の確保

・苦情・紛争処理に対する外部の第三者の関与

・苦情と相談の相違

・紛争処理における当事者及び業界団体の関与のあり方

・苦情処理段階における利用者からの信頼の獲得

・行政型ＡＤＲ機関と業界型ＡＤＲ機関の連携

・苦情・紛争処理機関の認知　等

○　第２回目以降のワーキンググループにおける検討の進め方について議論した。

その結果、各委員から事務局に対してモデルに盛り込むべき項目を登録し、当該

項目を整理した資料に基づき、ワーキンググループとしてモデルに盛り込むべき

事項に関して、第３回目のワーキンググループにおいて議論を行うこととした。

○ 第３回目のワーキンググループを４月２４日に開催することとした。
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